
様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 一般旅券発給事務 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部女性活躍・県民協働課 

個人情報ファイルの利用目的 
旅券法（昭和26年法律第267号）の規定に基づく一般旅券の

発給のために利用する。 

記録項目 

１受理年月日、２受理番号、３発行年月日、４旅券番号、５

氏名、６性別、７生年月日、８本籍、９現住所・居所、10連

絡先、11日本国内の緊急連絡先、12刑罰等の有無、13外国籍

の有無 

記録範囲 
旅券法（昭和26年法律第267号）に基づき、一般旅券の発給

申請を行った者 

記録情報の収集方法 外務大臣に対する一般旅券発給の請求 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部女性活躍・県民協働課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 浄化槽台帳 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部環境対策課水環境室（環境政策課県央環境

保全室、県北県民センター環境・保安課、鹿行県民センター

環境・保安課、県南県民センター環境・保安課、県西県民セ

ンター環境・保安課） 

個人情報ファイルの利用目的 浄化槽法等に基づき、浄化槽の登録等を行う。 

記録項目 

１浄化槽整理番号、２浄化槽設置年度、３浄化槽設置届出

日、４設置場所郵便番号、５設置場所の地名地番、６設置者

名、７設置者郵便番号、８設置者住所、９設置者電話番号、

10浄化槽型式名、11浄化槽メーカー名、12方式名、13処理対

象（①単独、②合併）、14建築用途、15処理対象人員、16BOD

除去率、17処理水BOD（mg/L）、18河川・側溝・地下浸透等

の放流先、19浄化槽管理者氏名、20建物名称、21浄化槽管理

者〒、22管理者連絡先住所、23管理者電話番号、24浄化槽技

術管理者名、25使用開始年月日、26休止年月日、27再開予定

年月日、28再開年月日、29使用廃止年月日、30廃止の理由、

31 7条検査関係、32 11条検査関係、33保守点検関係、34清

掃関係、35流域区分、36計画区域、37供用区域、38接続済、

39その他廃止、40補助の有無、41備考、42旧市町村名、43前

回検査日、44前回検査種別、45高度処理別、46検査申込、47

人槽区分 

記録範囲 
浄化槽法（昭和58年法律第43号）に基づき、設置届等を提出

した者 

記録情報の収集方法 
浄化槽設置者からの届出、県・市町村・指定検査機関等から

の情報 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 



記録情報の経常的提供先 各市町村、指定検査機関 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）①茨城県県民生活環境部環境政策課県央環境保

全室、②茨城県県北県民センター環境・保安課、③茨城県鹿

行県民センター環境・保安課、④茨城県県南県民センター

環境・保安課、⑤茨城県県西県民センター環境・保安課 

（所在地）①〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6、②〒

313-0013 茨城県常陸太田市山下町4119番地、③〒311-

1593 茨城県鉾田市鉾田1367-3、④〒300-0051 茨城県土

浦市真鍋5丁目17番26号、⑤〒308-8510 茨城県筑西市二木

成615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

- 

備   考  

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 第一種フロン類充填回収業者登録簿 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部環境対策課（環境政策課県央環境保全室、

県北県民センター環境・保安課、鹿行県民センター環境・保

安課、県南県民センター環境・保安課、県西県民センター環

境・保安課） 

個人情報ファイルの利用目的 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に

基づき、第一種フロン類充填回収業者の登録を行うために

利用する。 

記録項目 

１初度登録年月日、２更新登録年月日、３登録番号、４氏名

又は名称、５代表者氏名（法人）、６住所、７事業所の名称、

８事業所の所在地、９事業所の電話番号、10回収対象の特

定製品及びフロン類の種類、11充填対象の特定製品及びフ

ロン類の種類、12事業者(本店)の電話番号、13事業者の郵

便番号、14事業所の郵便番号、15事業者住所コード、16事業

所住所コード、17保有設備、18FAX番号 

記録範囲 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第

２７条第２項の規定に基づき、第一種フロン類充填回収業

者の登録申請を行った者。 

（平成14年度以降） 

記録情報の収集方法 
知事部局に対する、第一種フロン類充填回収業者からの申

請。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）茨城県県民生活環境部環境対策課 

（所在地）〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考  

 



様式第１号（第３条第１項関係） 

 

個人情報ファイル簿 （単票） 

 

個人情報ファイルの名称 地下水質調査井戸一覧表、地下水質調査結果一覧表 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部環境対策課水環境室（環境政策課県央環境

保全室、県北県民センター環境・保安課、鹿行県民センター

環境・保安課、県南県民センター環境・保安課、県西県民セ

ンター環境・保安課） 

個人情報ファイルの利用目的 
水質汚濁防止法に基づき、地下水質の監視を行うために利

用する。 

記録項目 

1 井戸設置者氏名、2 井戸所在地、3 井戸所有者所在地、4 

井戸所有者連絡先、5 メッシュ番号、6 井戸情報（堀抜・

打込の別、浅井戸・深井戸の別、井戸深度）、7 井戸用途区

分、8上水道加入状況、9 上水道整備状況、10 過去の水質

調査の状況、11 水質測定結果 

記録範囲 
自らが所有する井戸を地下水質監視地点として調査協力し

たもの 

記録情報の収集方法 
本人から提供（水質測定結果以外）、水質測定機関から提供

（水質測定結果） 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 
当該年度において県と地下水試料採取及び水質測定の業務

委託をした相手方 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）①茨城県県民生活環境部環境対策課水環境室、

②茨城県県民生活環境部環境政策課県央環境保全室、③茨

城県県北県民センター環境・保安課、④茨城県鹿行県民セ

ンター環境・保安課、⑤茨城県県南県民センター環境・保安

課、⑥茨城県県西県民センター環境・保安課 

（所在地）①〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6、②〒

310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6、③〒313-0013 茨

城県常陸太田市山下町4119番地、④〒311-1593 茨城県鉾

田市鉾田1367-3、⑤〒300-0051 茨城県土浦市真鍋5丁目17



番26号、⑥〒308-8510 茨城県筑西市二木成615 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

- 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

- 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

- 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

- 

備   考  

 



様式第１号（第３条第１項関係） 
 

個人情報ファイル簿 （単票） 
 

個人情報ファイルの名称 【廃規課】埋立て等許可情報 
行政機関等の名称 茨城県知事 
個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

個人情報ファイルの利用目的 
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
（平成 15 年茨城県条例第 67 号）に関する事務のために
利用する。 

記録項目 

1 状態、2 許可等の種類、3 事案名・摘要、4 事業者
名、5 代表者名、6 住所（主たる事務所の所在地）、7 
電話番号、8 申請代理人・コンサル、9 埋立て等の目
的、10 市町村、11 埋立て等区域の位置（代表地番）、
12 代表地番以外の記載、13 計画期間（始期）、14 計
画期間（終期）、15 埋立て等区域の面積、16 埋立て等
に用いる土量、17 施工管理者、18 事前協議書受付日、
19 市町村意見照会日、20 市町村意見回答日、21 現地
調査日、22 調整状況調書提出日、23 事前協議終了通
知日、24 備考（事前協議関係）、25 申請日、26 欠格
照会日、27 欠格到着日、28 許可・届出日、29 許可番
号、30 許可期限、31 着手日、32 着手届提出日、33 完
了・廃止日、34 備考（許可関係）、35 相談録、36 対
応経過（市町村と共有用）、37 変更許可等、38 定期報
告記録、39 土地の所有者等、40 発生元、41 埋立て等
の請負人、42 搬入の請負人、43 埋立て等に用いる土
砂等の性質、44 添付ファイル、45 備考、46 緯度、47 
経度、48 レコード番号、49 作成日時、50 更新日時 

記録範囲 
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条
例に係る相談をした者（平成 20 年以降） 

記録情報の収集方法 相談時に本人から聴取 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当
するファイル 
    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 
 

個人情報ファイル簿 （単票） 
 

個人情報ファイルの名称 【廃規課】埋立て等相談録 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

個人情報ファイルの利用目的 
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例
（平成 15 年茨城県条例第 67 号）に関する事務のために
利用する。 

記録項目 

1 状態、2 事案名・摘要、3 事業者名、4 埋立て等区域
の位置（代表地番）、5 埋立て等区域の面積、6 計画期
間（始期）、7 計画期間（終期）、8 相談日、9 相談開
始時刻、10 相談終了時刻、11 相談種別、12 相談者、
13 相談者電話番号、14 応対者、15 相談概要、16 相
談録、17 添付ファイル、18 レコード番号、19 作成日
時、20 更新日時 

記録範囲 
茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条
例に係る相談をした者（平成 20 年以降） 

記録情報の収集方法 相談時に本人から聴取 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当
するファイル 
    □有 ☑無 



行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 



様式第１号（第３条第１項関係） 
 

個人情報ファイル簿 （単票） 
 

個人情報ファイルの名称 産業廃棄物業者情報等管理システム 

行政機関等の名称 茨城県知事 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

個人情報ファイルの利用目的 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年 12 月 25
日法律第 137 号）に基づく産業廃棄物処理業許可申請等へ
の対応に係る情報を管理するために使用している。 

記録項目 

１業者名（法人名、個人事業主名）、２所在地（住所、

郵便番号、電話番号等）、３事業者名（法人、個人事業

者主名）、４許可番号、５許可年月日、６許可有効年月

日、７事業者の生年月日（法人役員等・政令使用人・株

主、個人事業主）、８事業者の本籍（法人役員・政令使

用人・株主・個人事業主）、９事業者の住所（法人役員

・政令使用人・株主・個人事業主）、10 事業者（法人

役員・政令使用人・株主・個人事業主）の性別、11 許

可品目、12 処分方法（処理施設のみ）、13 積替え保管

の有無（収集運搬業のみ）、14 処理施設の住所、15 許

可の条件、16 収集運搬車両（車両番号、車体の形状） 

記録範囲 産業廃棄物処理業に係る事業者情報 

記録情報の収集方法 事業者の提出する申請書 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

県民生活環境部廃棄物規制課不法投棄対策室 

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町 978 番 6 



訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第60条第２項第１号 

□法第60条第２項第２号 
政令第21条第７項に該当
するファイル 
    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

― 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

― 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

― 

備   考 ― 

 


